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第１節　はじめに

　ここでは、2016 年から運用されているマ

イナンバー制度（「社会保障・税番号制度」

あるいは「共通番号制度」ともいう）の問題

について検討する。このマイナンバー制度は

短期間で構想され導入されたものではなく、

それに至るまでのいつくかの考えや構想が提

起されたのちに、長年にわたる政府の構想が

実現されたものと考える。

　このマイナンバー制度について検討するこ

とにより、その目的は何か、それによってど

のようなことが実現されるのか、その適用・

利用分野はどのようであるのか、といったこ

とを検討する。特に、マイナンバー制度は、

公平で公正な社会を実現するために導入され

たとされているが、果たしてそれが実現され

ることになるのかについて検討する。マイナ

ンバー制度の導入により、公平で公正な社会

が本当の意味で実現されないのであれば、マ

イナンバー制度を導入した意味が薄れるから

である。

　マイナンバー制度の運用・実施とその活用

には、様々な利点があるとされる反面で、マ

イナンバー制度の実施に伴って様々な問題が

発生してくることが懸念されているが、この

マイナンバー制度の運用・実施に伴う問題点

についても検討する。

　こうしたマイナンバー制度についての検討

を行うことにより、それをどのようなものと

して理解したらよいのか、その問題点は何か

を考えていくことにする。

第２節　マイナンバー制度成立に至るまで　

の経緯

　マイナンバー制度（「社会保障・税番号制

度」ないし「共通番号制度」）は突然提起さ

れたものではない。ここでは、マイナンバー

制度の前段階となったとみられる政府による

考えや構想と、マイナンバー制度の成立経緯

についてみていくことにする。

　現在のマイナンバー制度につながっていっ

たものとして、1970 年代に政府で検討した

「納税番号制度」があるとする見方がある（1）。

こうした見方からすると、ずいぶん以前から

マイナンバー制度につながる考え方があった

ということになる。

　2002 年には、住民基本台帳ネットワーク

システム（住基ネット）が稼働し、それと連

動して用いられる住民基本台帳カード（住基

カード）が導入された。これにより国民一人

一人に住民票コードに割り振られることに

なったので、「国民総背番号制度」につなが

り、国家によって国民一人一人が監視される

のではないかという懸念が出された（2）。いず

れにせよ、住基ネットの稼働により各個人の

氏名、生年月日、性別、住所の４情報が、行

政機関への申請時や届出時における本人確認

のための情報として活用されることになっ

た。この住基ネットと連動して用いられるこ
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とになった住基カードの導入により、マイナ

ンバーカードに受け継がれていくことになる

IC カードの基礎がつくられることになった。

　マイナンバー制度の導入以前の 2007 年に、

厚生労働省により、年金、医療、介護、雇用

の４分野の年金手帳や保険者証等のカード類

を 1 つの IC カードに統合する社会保障カー

ドの導入が検討された（3）。政府の e-Japan

戦略の「重点計画－ 2007」のなかでは、社

会保障カードの 2011 年度中での導入を目指

すとされていた（4）。そして、e-Japan 戦略の

「重点計画－ 2008」のなかでは、医療・社会

保障サービスや社会保障カード（仮称）の実

現が提起されていた（5）｡ そのなかでは、2008 

年度中を目途に、社会保障カード（仮称）の

発行等に係るシステムの基本計画等を検討す

るとしている。そして、その検討結果を踏ま

えたうえでシステム開発と必要な法令整備を

行うとしている。さらに、この社会保障カー

ド（仮称）の検討にさいして、住民基本台帳

カード等に関する検討と一体的に進めるとし

ており、住基カードとの関連が取り上げられ

ている。

　この社会保障カード構想は１枚の IC カー

ドに、①年金手帳、②介護保険証、③雇用保

険証、④健康保険証の機能を統合しようとす

るものであった。社会保障カードに利用する

IC カードをどのようなものとするのかにつ

いては、案として住基カードの活用が考えら

れ、社会保障カードと住基カードを１つにま

とめるところから社会保障・住基一体カード

と呼ばれた。厚生労働省と総務省は 2008 年

から、社会保障カードと住基カード（IC カー

ド）とを 2011 年度に一体化する方向性で検

討開始とのことであったが結局実現しなかっ

た（6）。しかしながら、その基本的な考え方は、

マイナンバー制度により事実上復活したとみ

てよい。マイナンバーカードの普及のために

健康保険証との一体化を図るという考え方は

現在でも根強く残っている（7）。もしマイナン

バーカードに健康保険証の機能が統合されれ

ば、マイナンバーカードの普及率は格段に上

昇することになるであろうが、マイナンバー

カードを保持するか否かは任意という原則が

崩れることにつながる。

　マイナンバー制度と連動して活用されるも

のとしてマイポータルがあるが、その基に

なったものは国民電子私書箱構想である（8）。

「重点計画－ 2007」のなかで、国民電子私書

箱創設に向けた取り組みを推進するとされ、

その基本構想策定に向けた体制整備を図ると

ともに、国民電子私書箱の実現のために、

サービスの提供内容、サービスの提供主体、

国民電子私書箱の技術的な課題や制度的な課

題を抽出し整理すること等について、関係機

関や有識者等による検討体制を整備するとし

ている。そして、この国民電子私書箱と、社

会保障カードの活用との密接な連携や、ねん

きん定期便などとの密接な連携を図ることに

より、社会保障の IT 化を一体的に推進して

いくとしている（9）。「重点計画－ 2008」のな

かでは、各国民が自分の社会保障情報等を入

手して管理することが可能な環境を実現する

ための手段としての国民電子私書箱について

触れられている（10）。このように、マイナン

バー制度とマイポータルとの連携と同様に、

社会保障カードと国民電子私書箱との連携が

考えられていたのである。

　この国民電子私書箱構想で検討されたこと

は、その利用を希望する国民に、国民電子私

書箱のポータルに登録させて、アカウント、

ID、パスワードを付与して利用可能にした

うえで、利用者に、行政機関や医療機関、そ

の他から配信されてくる様々な情報を入手す

ることができるようにすることである。そし

て、自分の年金情報、保険情報、健康情報等

を国民電子私書箱にアクセスして閲覧すると

ともに、自分の情報について確認できるよう

にすることである（11）。国民電子私書箱を利

用する個人のメリットとされていたことは、

これらの自分の情報の確認、行政機関から各

種給付に関する情報が適宜送られてくること
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による給付漏れの防止などである（12）。国民

電子私書箱導入による行政機関のメリットと

されていたのは、事務経費の削減である。例

えば、「i-Japan 戦略 2015」のなかで述べら

れている行政オフィス改革のところで、国民

電子私書箱を普及させるとともに定着させる

ことによって事務経費の削減を図ることにつ

いて述べられている（13）。いずれにせよ、国

民電子私書箱構想で想定されていたことは、

マイポータルで実現されることになる。

　以上の構想のうち、社会保障カード構想は

実現されなかったが、この構想はマイナン

バー制度に受け継がれていったものとみられ

る。結局のところ、マイナンバーカードで

は、1 つの IC カードに、①年金手帳、②介

護保険証、③雇用保険証、④健康保険証の機

能を統合することはなされなかったが、情報

連携というやり方により同様のことを実現し

たものと考えてよい。ただし、先述のよう

に、マイナンバーカードという 1 つのカード

に健康保険証機能等を統合しようとする考え

が根強く残っているように、社会保障カード

構想にみられた考え方がなくなったわけでは

ない。

　マイナンバー制度の成立経緯を簡潔に述べ

ると次のようになる。内閣府のマイナンバー

法成立までの経緯を説明している PDF 文書

によれば、2009 年 12 月の「平成 22 年度税

制改正大綱」のなかで、番号制度の導入につ

いて言及されたとしている（14）。それ以降、

「社会保障・税に関わる番号制度」について

検討作業が進められていった。2012 年 2 月

にマイナンバー関連３法案が閣議決定され、

第 180 回通常国会に提出されたが、同年 11

月の衆議院解散により法案は廃案となった。

2013 年 3 月にマイナンバー関連４法案が閣

議決定され、第 183 回通常国会に再提出さ

れ、同年 5 月に可決成立した（15）。そして、

マイナンバー制度が 2016 年から運用される

ことになったのである。

　以上のように、何年もの紆余曲折を経てマ

イナンバー制度が導入されたのである。

第３節　マイナンバー制度とは何か

　マイナンバー制度、つまり「社会保障・税

番号制度」とは何かということであるが、そ

れについて内閣府は、「複数の機関に存在す

る特定の個人の情報を同一人の情報であると

いうことの確認を行うための基盤であり、社

会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国

民にとって利便性の高い公平・公正な社会を

実現するための社会基盤（インフラ）」であ

るとしている（16）。

　この文章が何を意味するのかについては、

マイナンバー制度に不可欠な３つの仕組みと

されているものをみてみると分かる。政府に

よれば、マイナンバー制度を成り立たせるの

に必要な仕組みには以下の３つがある（17）。

　第１に、付番である。これは、国民１人ひ

とりに 12 桁のマイナンバー（個人番号）を

付番することである。このマイナンバー（個

人番号）は、マイナンバー法では、住基コー

ドから生成するものと規定されている。法人

に対してもマイナンバー制度が適用されてお

り、13 桁の法人番号が付番される。国民に

対して付番し、情報連携を行う所管官庁は総

務省となっている。法人に対して法人番号を

付番するが、この番号は原則として国税庁法

人番号公表サイトを通じて公開されることに

なり、その所轄官庁は国税庁である。個人番

号や法人番号の当面の利用分野は、年金、医

療、福祉、介護、労働保険等の社会保障分野

と国税、地方税等の税務分野とされている

が、将来的には利用分野が拡大するものとみ

られる（18）。

　第２に、情報連携であるが、まず、それが

なされるのは社会保障分野の年金、医療、福

祉、介護、労働保険と、税務分野の国税、地

方税からである。今後、利用分野の拡大等に

伴って、情報連携がなされる範囲は拡大する

であろう。例えば、2015 年に、預金口座で
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ない。この公平・公正な社会の実現について

は、後でみるように、本当にそれが実現でき

るのかどうか疑問がある。

　第２に、社会保障がきめ細やかでかつ的確

に行われる社会の実現である。マイナンバー

制度により、年金や雇用保険の資格取得や給

付、福祉分野の給付等に係わる事務処理等が

的確になされるというのである。マイナン

バー制度の導入により、行政事務業務の合理

化が図られることになるが、これもマイナン

バー制度導入の主要な目的であることはいう

までもないことである。マイナンバー制度の

導入は、行政サイドに対して行政事務作業の

削減、ペーパーレス化という合理化効果とい

うかなりのメリットをもたらすことになる。

マイナンバー制度の導入による恩恵を一番受

けるのは、そうした意味で行政機関の側であ

る。

  第３に、行政に過誤や無駄のない社会の実

現である。マイナンバー制度により、行政手

続処理や行政事務処理が過誤なくなされるよ

うになったり、重複して行っていた無駄な行

政手続処理作業や行政事務処理作業が省ける

というのである。マイナンバー制度の導入

は、行政機関の行政事務業務の効率化や合理

化にかなり寄与することになる。

　第４に、国民にとって利便性の高い社会の

実現である。例えば、社会保障関係の給付申

請時等に添付書類の提出を省くことができ

る。つまり、国民が自分のマイナンバーを申

請窓口に提示することにより、申請時に必要

とされる各種の添付書類の提出が省けるとい

うのであるが、これは国民にとって利便性が

あるといってよい。

　第５に、国民の権利を守り、国民が自己情

報をコントロールできる社会の実現である。

例えば、マイポータルの活用により、年金記

録等の自分自身に関する情報を閲覧し確認し

チェックすることができることなどにみられ

るように、自己情報を管理できるようになる

というのである。

マイナンバーを利用可能すること、医療分野

における利用範囲の拡充、地方自治体の要望

に踏まえた利用範囲の拡充等を盛り込んだマ

イナンバー改正法が成立したので、それが施

行される時点以降に情報連携される範囲は拡

大することになる（19）。

　第３に、本人確認であるが、それは例えば

マイナンバーカードの行政窓口での提示によ

りなされる。また、個人がマイナンバーを利

用して、電子申請による諸手続を行うさい

に、そのマイナンバーの所有者であることを

確認できるようにするため、つまり公的認証

の仕組みを構築している。この点について

は、基本的に個人番号カード（マイナンバー

カード）という IC カードを、各個人に持た

せることにより対応することになる。

　これら３つの仕組みをみてみると分かる

が、マイナンバー制度は基本的に、各個人の

マイナンバーと氏名、住所、生年月日、性別

の４情報を対応させることにより、行政機関

が本人確認情報をとれるようするものなので

ある。そして、このように個人を特定化でき

るようにしたうえで、情報連携を通じて各個

人の所得、年金等に関する各種情報をマイナ

ンバーを利用することによりたぐり寄せるこ

とができるようにするものなのである。

第４節　マイナンバー制度の目的

 

　マインバー制度の目的は何かということで

あるが、それについては政府の文書のなかで

実現すべき社会として提示されているものを

みてみると分かる（20）。それは、以下の５つ

のものである。

　第１に、より公平で公正な社会の実現であ

る。マイナンバー制度により、国民の所得の

より正確な把握や給付等の不正受給の防止が

できるので、より公平で公正な社会が実現す

るというのである。最も主要なマイナンバー

制度の導入目的は、税逃れの防止や各種給付

金の不正受給の防止にあることはいうまでも
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ものである。

　第 1 に、氏名、住所、生年月日、性別、個

人番号、本人の写真等の券面記載事項であ

る。氏名、住所、生年月日、性別の４情報が

カード内に記載されている点は住基カードと

同じである。

　第２に、総務省令で定める事項、例えば、

電子申請時等に利用する公的個人認証に係る

電子証明書等である。これは、先述のよう

に、例えば、個人が行政機関への電子申請・

申告等を行うさいに利用するためのものであ

る。

　第３に、市区町村が条例で定めた事項等に

関わるものである。これは、住基カードの多

目的利用で行われていたものと基本的に同じ

ものをマイナンバーカードでも行うものであ

る。つまり、各市区町村で条例を制定して、

マイナンバーカードの IC チップのメモリの

空き領域を利用して、住民票等の証明書のコ

ンビニ自動交付、申請自動作成サービスの提

供、公立図書館の利用証としての利用、公共

施設の予約への活用等といったことを行うも

のであるが、各地方自治体ごとにマイナン

バーの多目的利用への対応は異なることにな

る。付け加えておくと、住基カードの多目的

利用は、カード保持者に様々な利便性を提供

することにより、住基カードの普及率を高め

るための１つの手段として、いくつかの地方

自治体で多目的利用のための様々な方策が実

施されたのであるが、さほど住基カードの普

及率向上に寄与しなかった。

　マイナンバーカードの普及率の向上のため

には、例えば健康保険証や運転免許証等の機

能を統合することにより、それを持たざるを

得ない状況をつくり出すことにより半強制的

に保持させるというのではなくて、住基カー

ドのときにはなかった、誰もが持ちたくなる

ようなメリットや利便性の提供により、その

魅力度向上を図る必要がある。1 つの IC カー

ドへの様々なカードの機能を統合することに

より利便性が高まるなどということはない。

　ただし、このマイポータルを利用するに

は、各個人がマイナンバーカードとそれを読

み取るための IC カード・リーダーライター、

パソコンなどを用意する必要があるだけでな

く、パソコンへの必要なソフトウェアのイン

ストールや設定も必要とされ、誰でも利用で

きるというものではない。さらに、パソコン

や利用端末を適宜更新しなければならないと

いう問題もある。マイポータルの利用には、

結構手間暇が掛かるのである。

　政府が掲げているマイナンバー制度の目的

は以上のようなものであるが、それ以外にも

目的があるように思われる。それは電子政府

の推進である。さほど普及しなかった住基

カードには、個人が電子申請を行うさいに利

用できる IC カードとして利用させるという

目的があった。住基カード発行のさいに、公

的個人認証に係わる電子証明書等を別途有料

で受ける必要があったが、マイナンバーカー

ド（個人番号カード）の場合には、はじめか

ら公的個人認証に係わる電子証明書等が格納

されている。このマイナンバーカードを保有

している個人は、利用環境を整えさえすれ

ば、例えば e-Tax による電子納税申告がで

きるのである。

　このマイナンバーカードと通知カードはど

のようなものであるかということであるが、

まず、通知カードからみていくと、2015 年

10 月から、マイナンバー制度の開始に伴い、

市区町村から通知カードが住民に対して送付

された。この通知カードに有効期限はない

が、例えば住所変更時には、転入先の市区町

村で内容変更手続きが必要になる。この通知

カードは、行政機関等に自分のマイナンバー

（個人番号）を伝達するさいに必要とされ

る （21）。

　次に、マイナンバーカードは、2016 年 1

月から、希望する個人に対して通知カードと

交換で市区町村より配布されている。このマ

イナンバーカード内（換言すれば搭載してい

る IC チップ内）に記録されるのは、以下の
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治・白石　孝・水永誠二編（2012）、やぶ

れっ！住基ネット市民行動（2012）のなかで

も指摘されている （23）。給与所得者等の所得

状況は正確に把握されるのに、個人事業主等

の所得は必ずしもそうでないというのであれ

ば、真の意味での公平で公正な社会の実現に

はならない。結局のところ、マイナンバー制

度の導入によっても、完全に正確な所得の把

握はできそうにもないのである。

　第２に、マイナンバー制度の利活用から取

り残される人達の存在である。田島・石村・

白石・水永編（2012）が指摘しているよう

に、DV の被害者、多重債務者、野宿者等の

住民登録されていない人達は、マイナンバー

制度の適用対象とはならないのである（24）。

マイナンバー制度は全ての国民が対象とされ

るべきなのに、そこから排除されてしまう人

達が出てくるのである。また、マイポータル

についていえば、パソコンや情報端末をうま

く使いこなせなかったり、そもそも利用環境

を整えられない人達は、マイポータルの利用

から排除されてしまうことになるのであ

る （25）。受給資格のある各個人が、行政機関

からの社会保障関係の各種給付の通知を自動

的に受けられるようにすることで給付漏れを

なくすといっても、それはマイポータルの利

用者へのサービスなので、そもそもそうした

利用環境を整えることができない社会的弱者

や情報弱者にとってはさほど意味のあること

ではない。

　第３に、国家による個人の監視が強まるの

ではないかという懸念があることである。田

島・石村・白石・水永編（2012）と白石　

孝・石村耕治・水永誠二編著（2015）は、特

定個人情報が警察や公安機関に提供されるで

はないかという懸念があることを指摘してい

る（26）。

　第４に、マイナンバーカードのなりすまし

取得や偽造に対する危惧の問題である。やぶ

れっ！住基ネット市民行動（2012）は、過去

に住基カードに関して発生した、別人が本人

複数のカードを別々に持っていてもさほど不

便なことはない。むしろ 1 つの IC カードに

様々な機能を統合することにより、その IC

カードを保持・携帯するリスク（紛失、盗

難、偽造カードの流通、なりすましによる不

正使用等のリスク）が高まるだけである。こ

うしたカードを保持・携帯する国民のリスク

が高まることへの配慮や認識が全くないとい

うのであれば、そのことの方が問題である。

　なお、このマイナンバーカードの有効期限

は発行から 10 回目の誕生日（カード申請者

が 20 才以上の場合）までで、カード保持者

はそれを更新していくことが必要とされる。

そして、引っ越し等でカードの記載内容の変

更や住所変更があったときなどには、市区町

村の窓口で記載内容の変更手続きを行うこと

が必要とされる。仕事の関係で転勤が多い人

達にとってみれば、少々面倒なことになる。

マイナンバーカードの保持者は、その必要性

が生じたときに行政の窓口に記載内容の変更

を届け出て手続きを行ったり、10 年程度の

期間ごとの更新手続きを行う必要がある。

第５節　マイナンバー制度の問題点

　マイナンバー制度には、公平で公正な社会

の実現や社会保障がきめ細やかになされるな

どの利点があるとされているが、それには

様々な問題点が指摘されている。以下ではこ

の点について検討することにしよう。

　第１に、より公平で公正な社会が本当に実

現できるのかという点である。税負担の公平

性に関しては、例えば、個人事業主の所得を

把握することは、個人事業主（経営者）の個

人的な支出と会社の経費との間の線引きが曖

昧なことがあるので困難なことが指摘されて

いる（22）。つまり、個人事業主の収入から差

し引かれるべき経費の金額を正確に把握する

ことが困難であり、このことはマイナンバー

制度下でも基本的に何も変わらないというの

である。同様のことは、田島泰彦・石村耕
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も情報漏洩やプライバシー侵害への不安があ

ることである（30）。

　先述のマイポータルに関しても、やぶ

れっ！住基ネット市民行動（2012）は、それ

に対する不正アクセスによる情報漏洩の危険

性を指摘している（31）。マイポータルには、

個人の様々な情報が集められるので、不正ア

クセスによる情報漏洩が発生した場合には深

刻な事態となる。

　マイナンバー制度では、住基ネットのよう

に４情報だけが流れるだけでなく、情報連携

により様々な個人情報がたぐり寄せられるこ

とになるので、情報漏れやプライバシー侵害

防止のために十分な対策を講ずる必要性があ

る。単なる罰則規定の整備・強化だけでは不

十分である。

　第６に、マイナンバーカードの多目的利用

に伴う問題である。例えば、総務省は、マイ

ナンバーカードの利便性を高めて普及促進を

するために、マイナンバーカードに航空会社

のマイレージカードの機能を持たせてポイン

トを蓄積し、提携の商店街や公共施設等でそ

れを利用できるというサービスを開始すると

している（32）。マイナンバーカードをマイレー

ジカードとして活用することには利便性があ

るであろうが、その反面でマイナンバーカー

ドを持ち歩くことには盗難や紛失の危険性が

ある。そもそも、電子マネー、電子乗車券、

ポイントカード・システム等に用いるため

に、様々な IC カードが民間企業により発行

されているなかで、同様の機能を持たせたマ

イナンバーカードの普及を推進しようとして

も、どれくらい効果があるのか分からないの

である。マイナンバーカード独自の魅力を作

り出すことによって差別化を図らないと、な

かなかその普及にはつながらないであろう。

　また、マイナンバーカードに健康保険証や

運転免許証等の機能を統合するというやり方

は、少々強引なやり方であり、重要なカード

類を１つの IC カードにまとめることに利便

性を感ずる国民はあまりいないものとみられ

になりすまして不正に住基カードを取得した

事件や、住基カードの偽造事件を引き合いに

出して、マイナンバーカードでもそうした事

件の発生が防止できるのか疑問を呈してい

る （27）。別人によるなりすまし利用や偽造カー

ドの利用が発生した場合には、住基カードよ

りもマイナンバーカードの利用分野がかなり

幅広いので、より深刻な問題が発生するので

はないかという懸念がある。もしマイナン

バーカードに、健康保険証等の機能を統合す

ることになったら、なりすまし等が発生した

場合に、さらにより一層深刻な問題が生ずる

ことになる。

　第５に、情報漏れやプライバシー侵害の問

題である。

　まず、膨大な個人データを保管している機

関から、セキュリティの脆弱なところを突か

れて、個人情報が漏洩する危険があることで

ある。日本年金機構では、2015 年 5 月に約

125 万件の年金情報が流出するという事件が

発生している。この事件により、マイナン

バー制度と年金情報との情報連携を行う時期

の見直しがなされることになり、情報連携の

開始時期が遅れてしまうことになった（28）。

　次に、各個人は、その勤務先に自分のマイ

ナンバーを提示しなければならないが、それ

を集めた勤務先の企業等が、情報漏洩が起こ

らないように厳格かつ適切に管理できるのか

どうか、特にその管理を外部の業者に委託す

るするさいにどの程度監督・統制できるのか

どうか不安があることである（29）。

　また、将来的にさらなるマイナンバー法改

正により、マイナンバーの民間活用を進展さ

せていくとしたら、マイナンバーを活用する

企業から情報漏洩等が起こらないように、マ

イナンバーをはじめとする個人情報を保護す

るための対策をどの程度講ずることができる

のかという問題である。

　さらに、地方自治体職員が、個人情報をの

ぞき見したり、個人情報を持ち出したりした

事件が発生することがあるが、こうした点で
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り、役所に出向くことなく、在宅でいつでも

好きな時間に電子申請・申告できることには

利便性がある。特に、多忙な人達にとっては

そうである。しかしながらその反面で、行政

窓口での係員との対面接触により、相談や説

明を受けながら手続きをする機会が減少し、

サービス低下につながることが懸念される。

それゆえ、マイナンバーカードの利用によ

り、オンライン電子申請・申告をする個人に

は、それを利用するために必要な知識が備

わっていることや、自分で各種手続き等を調

べて対応できる能力が必要とされよう。全て

の人達にそのような知識や能力があるとはい

えないであろう。

　マイナンバー制度には、以上のような様々

な問題があるのであり、マイナンバー制度の

利用を促進し、首尾良く運用していくために

は、これらの問題を解消する仕組みや態勢を

構築する必要がある。

第６節　おわりに

　マイナンバー制度は、より公平で公正な社

会の実現を主たる目的として導入された。し

かしながら、上述のように、それが真の意味

で達成されるのかどうかは分からない。収入

や所得が正確に把握できるのは主として給与

所得者であるということはないようにしなけ

れば、税負担の公平性が実現されないので、

この制度を導入した意味が薄れることにな

る。マイナンバー制度だけでなく、税負担の

公平性を真の意味で実現するような別の施策

をも合わせて実施する必要がある。

　そして、社会的弱者がマイナンバー制度の

下で、きめ細やかな社会保障が受けられるよ

うに、そして必要な給付が受けられるよう

に、例えばインターネットを利用できない情

報弱者でも不利益を被らない対策をする必要

がある。特に、マイポータルは、全ての人が

利用できるわけではない。

　また、マイナンバー制度では、住基ネット

る。先述のように、IC カードの紛失、盗難、

偽造カードの流通、なりすましによる不正使

用等のリスクがあるのである。国民からすれ

ば、重要なカード類は別々にして発行される

方がよい。そのほうがリスクが分散されるか

らである。マイナンバーカードの紛失や盗難

時のリスクがかなり高まるようなことに賛意

を示す人はほとんどいないのである。少数の

人達の意見で、重要な事柄の行方が左右され

てはならないのであり、このような重要な事

項に関しては、国民全体から十分に意見を聞

き取って決定するべきである。マイナンバー

カードという券面にマイナンバーが記載され

ている重要なものを常時携帯させるというこ

とには問題があると言わざるを得ない。

　第７に、マイナンバー制度の詳細が、国民

にあまり知られていないとみられることであ

る。このマイナンバー制度について、その名

前や通知カードのことぐらいは知っていると

しても、マイナンバー制度の詳細、例えばマ

イナンバーカードの用途についての詳細、マ

イポータルの存在とその利用方法等といった

ことについて、どれぐらいの人が知っている

のかという問題があるのである。

　一般の人達は、例えば e-Tax を利用した

電子納税申告を行うのならともかく、普通は

マイナンバーカードの機能や用途について調

べようとはしないし、関心を持つことはない

であろう。マイナンバー制度について、政府

がそのウェブページ等を通じて周知させよう

としても、なかなか、こうしたマイナンバー

制度についての情報不足は解消されていかな

いものとみられる。

　第８に、国民にマイナンバーカードを持た

せることにより、電子申請・申告を行わせる

ことには利便性がある反面で、役所の窓口で

の対面接触によるサービスを省くことになる

ので、サービス低下につながるのではないか

とみられることである。

　確かに、個人がマイナンバーカードの利用

による公的認証サービスを受けることによ
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れば、マイナンバー制度についての知識も増

えることになるであろうし、自発的にマイナ

ンバーカードを保持する人達が増えるであろ

う。行政機関の行政事務業務等の合理化や効

率化ばかりを進めるというのではなく、国民

が社会保障を適切に受けられるようなマイナ

ンバー制度にする必要があるのであり、真

に、国民の立場や視点に立ったマイナンバー

制度にする必要がある。

（注）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（１）　この 1970 年代に検討された「納税者番号制

度」については、『朝日新聞』2015 年 5 月 21

日付け記事を参照のこと。

（２）　こうした国民総背番号制度や国家による監

視への懸念については、斎藤貴男（2006）と

『朝日新聞』2003 年 11 月 11 日付け記事を参

照のこと。

（３）　この点については、『日本経済新聞』2007

年 9 月 28 日付け記事を参照のこと。また、社

会保障カードの詳細については、厚生労働省

の『社会保障カード（仮称）の基本的な構想

に関する報告書 』を参照のこと。

　　http://www.mhlw.go.jp/shingi/2008/01/

dl/s0125-5b.pdf

　　　なお、ここに掲載されている URL は執筆

時点のものであることを断わっておく。

（４）　e-Japan 戦略の「重点計画－ 2007」（IT 戦

略本部、平成 19 年 7 月 26 日）について記載

された、次の PDF 文書の 15 ページと 38 ペー

ジを参照のこと。

　　http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/

kettei/070726honbun.pdf

（５）　e-Japan 戦略の「重点計画－ 2008」（IT 戦

略本部、平成 20 年 8 月 20 日）について記載

された次の PDF 文書の 8 ～ 9 ページを参照

のこと。

　　http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/

kettei/080820honbun.pdf

（６）　この社会保障カードと住基一体カードにつ

いては、『日本経済新聞』2008 年 5 月 31 日付

の場合よりも、情報連携によりかなり多くの

個人情報を取り扱うことになるので、マイナ

ンバー制度を運用するさいには、個人の情報

が漏れたり、個人のプライバシー侵害が起こ

らないような対策をしっかりと行う必要があ

る。特に、将来的にマイナンバーの民間活用

を進めていくさいには、十分な対策を講ずる

必要がある。単に罰則規定を整備・強化すれ

ばよいというものではない。

　マイナンバー制度の導入により、単に行政

機関の行政事務業務の合理化や効率化が図ら

れることになるが、そうした面で効果が上が

ればよいというわけにはいかない。それを利

用する個人にとって本当の意味で利便性が高

く、信頼して利用できるものでなければなら

ないのである。マイナンバー制度のあり方

を、行政の視点や IT の研究者・技術者等の

視点から考えていくというのではなく、それ

を利用する個人の視点にたって、そのあり方

を考えていく必要がある。利用者である一般

国民にとって分かりにくく、使い勝手が良く

なく、情報漏れやプライバシー侵害の懸念が

ある制度やシステムであれば、さほど利用が

進まないというのは仕方のないことである。

行政の視点や IT の研究者・技術者等の視点

から見て利便性の高いことでも、一般国民の

視点からそれを見た場合、さほど利便性や魅

力が感じられないことが大いにあるのであ

る。

　さらに、マイナンバー制度には、マイナン

バーという名称等は知られていても、制度そ

のものの詳細についてあまり知られていない

という問題点があるものとみられる。マイナ

ンバー制度を普及させていくのであれば、マ

イナンバーカードに健康保険証、運転免許証

等の機能等を統合することにより一体化する

ことにより、半強制的に普及率を高めるとい

う安易でリスクの高い手段をとるのではなく

て、その保持や利用から得られる価値あるい

つくかのメリットを国民に提供するというこ

とを行うべきである。そうしたことがなされ
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（12）　同上。

（13）　この点については、「i-Japan 戦略 2015」

（IT 戦略本部、平成 21 年 7 月 6 日）について

記載されている次の PDF 文書の５ページを

参照のこと。

　　http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/

kettei/090706honbun.pdf

（14）　内閣府のマイナンバー法成立までの経緯を

説明している次の PDF 文書を参照のこと。

　　http ://www.cas .go . jp/ jp/se i saku/

bangoseido/pdf/seiritsukeii.pdf

（15）　同上。

（16）　このマイナンバー制度の定義については、

内閣府のウェブページを参照のこと。なお、

「の情報」という語句の脱落がみられたので、

「同一人の情報」となるように語句の追加をし

たことを断わっておく。内閣官房のウェブ

ページでは「同一人の情報」となっていたか

らである。

　　http://www.cao.go.jp/bangouseido/

　　内閣官房のウェブページの URL は次の通り。

　　http ://www.cas .go . jp/ jp/se i saku/

bangoseido/gaiyou.html

（17）　以下のマイナンバー制度についての記述は、

内閣府のウェブページに掲載されている政府・

与党社会保障改革検討本部の『社会保障・税

に関わる番号制度についての基本方針』（平成

23 年 1 月 31 日）という PDF 文書に基づく。

　　http ://www.cas .go . jp/ jp/se i saku/

syakaihosyou/kentohonbu/pdf/110131/

honbun.pdf

　　　また、総務省の『マイナンバー制度につい

て』という次の PDF 文書にも基づく。

　　http://www.soumu.go.jp/main_content/

000314021.pdf

（18）　この点については、首相官邸のウェブペー

ジに掲載されている内閣府大臣官房番号制度

担当室による『マイナンバー法改正部分』（平

成 27 年 2 月 16 日）という次の PDF 文書を

参照のこと。

　　http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/

け記事を参照のこと。また、地方公共団体情

報システム機構のウェブページに掲載されて

いる総務省自治行政局市町村課の『これから       

の住基カードについて』という PDF 文       

書の 26 ページのなかで、社会保障カードと住

基カードを一体化させる考え方が示されてい

る。

　　https://www.j-lis.go.jp/lasdec-archive/

cms/resources/content/14993/20091118-

135858.pdf

（７）　このマイナンバーカードと健康保険証との

一体化の構想については、総務省の『個人番

号カードの普及・利活用について』という次

の PDF 文書の５ページを参照のこと。

　　http://www.soumu.go.jp/main_content/

000324412.pdf

（８）　国民電子私書箱構想については、内閣府の

『国民電子私書箱とは』という次の PDF 文書

を参照のこと。

　　http://www.cao.go.jp/zeicho/siryou/pdf/

sg1kai1-6-4.pdf

　　　また、内閣官房 IT 担当室暮らしの電子情

報サービス推進室の『電子私書箱（仮称）構

想について』（2008 年 9 月 5 日）という次の

PDF 文書も参照のこと。

　　http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/

iryou/kaisai_h20/dai2/siryou3.pdf

（９）　e-Japan 戦略の「重点計画－ 2007」（IT 戦

略本部、平成 19 年 7 月 26 日）のなかの国民

電子私書箱構想に関する記述については、次

の PDF 文書の 16 ページと 17 ページを参照

のこと。

　　http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/

kettei/070726honbun.pdf

（10）　e-Japan 戦略の「重点計画－ 2008」（IT 戦

略本部、平成 20 年 8 月 20 日）のなかの国民

電子私書箱に関する記述については、次の

PDF 文書の９ページを参照のこと。

　　http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/

kettei/080820honbun.pdf

（11）　注の（8）にある PDF 文書を参照のこと。
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